
募集要項 

 

１ 契約に付する事項 

（１）業 務 名 製造業向け女性就業促進セミナー委託業務 

（２）履行期限 令和７年３月３１日まで 

（３）業務概要 別添「製造業向け女性就業促進セミナー委託業務 仕様書」のとおり 

（４）限 度 額 １，１０１，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

 

２ 企画提案競技に参加する者に必要な資格等 

企画提案競技への参加は、次の各号の要件に該当する者とする。 

なお、資格要件確認のため大分県警察本部等関係機関に照会する場合がある。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない者であ

ること。 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく民事再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破

産の申立てをし、又は、申立てがなされている者及びこれらの手続き中である者でないこと。 

③ 委託業務の遂行にあたり、専門性を有するとともに十分な業務体制が整っていること。 

④ 大分県が発注する物品の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資

格（「大分県が発注する情報システム開発業務の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要

な資格」の廃止後も資格を有しているとみなされている者を含む）を有する者、又は同様の資

格を有する者。 

⑤ 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

⑥ 特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的と

するものではないこと。 

⑦ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、

その経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員が役員となっている事業者 

エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締

結している者 

カ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

キ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される

関係を有している者 

ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑧ 都道府県税に係る徴収金を完納していること。 

⑨ 消費税及び地方消費税を完納していること。 

⑩ 大分県入札参加停止措置要件に該当する者でないこと。 

なお、大分県が発注する物品の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要

な資格（「大分県が発注する情報システム開発業務の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な



資格」の廃止後も資格を有しているとみなされている者を含む）を有していない者については、次の（ア）

～（カ）に定める必要書類を１部提出すること。 

（ア） 営業概要書 

（イ） 貸借対照表、損益計算書 

（ウ） 納税証明書（県税）（原本） 

（エ） 納税証明書（地方消費税）（原本） 

（オ） 登記簿謄本（原本）もしくは履歴事項全部証明書（原本） 

（カ） 定款（原本証明をした写し） 

 

３ 提出書類 

（１）企画提案競技に参加する者は、次のすべての書類を提出すること。 

ア 製造業向け女性就業促進セミナー委託業務 企画提案申込書（様式１） 

イ 提案者概要書（様式２） 

ウ 企画提案書（様式自由、Ａ４横、２０ページ以内とする） 

仕様書に記載されている内容は最低限実施するものであり、企画提案書には、その内容を 

もとに可能な限り具体的に記載すること。 

エ 見積書（様式自由、実施予定の項目ごとにその単価、金額を記載） 

オ 業務執行体制及び業務実施スケジュール（行程表） 

カ 誓約書（様式３）※副本は不要 

キ 提案者の概要が分かるもの（企業パンフレット等） 

（２）提出部数は、正本１部、副本（正本の写し）４部）とする。  

※全てＡ４サイズ。長辺綴じ。 

（２穴パンチ位置を考慮して印刷し、ステープルは使用せず、ダブルクリップ等でとめること。） 

 

４ 企画提案書の提出 

（１）提出期限 令和６年５月７日（火）午後５時まで【必着】 

（２）提 出 先 大分県商工観光労働部 雇用労働室 雇用推進班 

〒８７０－８５０１ 大分県大分市大手町３丁目１番１号  

（３）提出方法 上記の提出先に持参または郵送により提出 

（電子メール又はＦＡＸでの提出は不可） 

        ※持参の場合は、平日の９時から午後５時までの間に提出すること。 

※郵送の場合は、簡易書留等追跡可能な方法とすること。 

 

５ 企画提案競技審査会 

（１）提案書の審査 

「製造業向け女性就業促進セミナー委託業務に係る企画提案競技審査会」（以下、「審査会」とい

う。）において評価点方式による審査を行う。 

（２）日時・場所 

令和６年５月１６日（木）午前 大分県庁舎本館７階 ７１会議室 

（３）提案方法 

提出した企画提案書を使用して、１者につき１５分以内の説明と１０分程度の質疑を行う。追

加資料等は認めない。 



 

６ 審査方法及び結果通知 

（１） 審査方法 

   企画提案内容の審査基準 

ア 目的性：事業の目的及び趣旨との整合性がとれているか。 

イ 企画性：参加企業の募集、掘り起こしや広報活動に独自の工夫がみられるか。事業を通じ

て製造業において、女性就業への理解が深まり、就業につながることが見込まれる

か。 

ウ 実行性：実施体制、事業スケジュールが適切に計画されているか。実施方法に具体性があ

り、実現可能なものとなっているか。 

エ 専門性：専門的な知識やノウハウを有しているか。企業に対し、的確な支援ができるか。  

上記審査基準に加え、下記認定等の取得・受賞の状況を評価として考慮したうえで、最も評価

の高い者を契約候補者として選定する。 

   ・女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定） 

   ・次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん認定） 

・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定） 

   ・「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰受賞 

   ・女性活躍応援県おおいた認証企業 

   ・おおいたイクボス宣言企業 

   ・おおいた女性活躍推進事業者表彰受賞 

   ・おおいたしごと子育てサポート企業認証 

 

（２）結果通知 

審査結果については、後日、提案者あて通知する。また、契約候補者名を大分県ホームページ

に掲載する。 

 

７ 質問 

提案についての質問は、令和６年４月２２日（月）午後５時までにＥメールにて提出すること（様

式任意）。質問に対する回答は、４月２６日（金）までに、大分県ホームページに掲載する。 

（１）質問提出先 

大分県商工観光労働部 雇用労働室 

 Ｅ-mail：a14330@pref.oita.lg.jp 

件名：「質問・製造業向け女性就業促進セミナー委託業務企画提案競技」 

（２）回答の場所 

本企画提案競技公告内（大分県ホームページ）に掲載する。 

 

８ 業務委託契約の締結 

県は、審査の結果を踏まえて契約候補者を決定し、事業内容及び委託金額について双方協議のう

え、大分県契約事務規則に基づき、業務委託契約を締結する。 

なお、審査の結果をふまえて、提案内容及び金額の変更を求めることがある。 

 

９ 受託者の変更 



契約締結後であっても、提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合、受託者に重大

な瑕疵がある場合、業務遂行の意思が認められない場合、または、業務遂行能力がないと認められ

る場合等は、契約を解除し、受託者を変更することを妨げないものとする。 

 

１０ その他企画提案等にかかる留意事項 

（１）募集要項の承諾 

提案者は企画提案書の提出をもって、本募集要項の記載内容を承諾したものとみなす。 

（２）提出書類の返却  

提出されたすべての書類は返却しない。また、この企画案にかかる審査以外には使用しない。 

（３）提出書類の追加・修正等 

一旦提出された提案書類の差し替え及び追加、削除は理由の如何に関わらず一切認めない。 

（４）提案に要する費用負担 

企画提案書等の作成及び提出、審査会参加に要する費用は、提案者の負担とする。 

（５）提案者の欠格事由 

提案者が次の事項に該当した場合は、失格とする。 

ア 提案書類の提出期限を過ぎた場合 

イ 提出に参加する資格がない者が提案したとき 

ウ 住所、氏名、印影若しくは重要な文書の誤脱、その他提出書類に虚偽の記載をした場合 

エ その他、提示した事項及び企画提案に関する条件に違反したとき 

（６）企画提案書等を提出した後に辞退する場合は、速やかに連絡すること。 

（７）その他、定めのない事項について、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに大分県

会計規則及びその他の大分県が制定する関係条例規則等に従うこと。 

 

１１ 本企画提案競技に関する問い合わせ先 

大分県商工観光労働部 雇用労働室 雇用推進班 

〒８７０－８５０１ 大分県大分市大手町３丁目１番１号  

ＴＥＬ：０９７－５０６－３３４２     ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５６ 


